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明石市火災予防条例の一部を改正する条例 

明石市火災予防条例（昭和３７年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

別表第９（第50条関係） 別表第９（第50条関係） 

 手数料を徴収する事務 金額   手数料を徴収する事務 金額  

 （略）   （略）  

 (２) 法 第 1 1

条 第 １

項 前 段

の 規 定

に 基 づ

く 製 造

所 等 の

設 置 の

許可（以

下「設置

の許可」

という。

）の申請

に 対 す

る審査 

（略）   (２) 法 第 1 1

条 第 １

項 前 段

の 規 定

に 基 づ

く 製 造

所 等 の

設 置 の

許可（以

下「設置

の許可」

という。

）の申請

に 対 す

る審査 

（略）  

 浮き屋根

式特定屋

外タンク

貯蔵所及

び浮き蓋

付特定屋

外タンク

貯蔵所 

危険物の貯蔵最大数

量が千キロリットル

以上５千キロリット

ル未満のもの 

1,450,000円   浮き屋根

式特定屋

外タンク

貯蔵所及

び浮き蓋

付特定屋

外タンク

貯蔵所 

危険物の貯蔵最大数

量が千キロリットル

以上５千キロリット

ル未満のもの 

1,180,000円  

 危険物の貯蔵最大数

量が５千キロリット

ル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

1,720,000円   危険物の貯蔵最大数

量が５千キロリット

ル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

1,410,000円  

 危険物の貯蔵最大数

量が１万キロリット

ル以上５万キロリッ

トル未満のもの 

1,920,000円   危険物の貯蔵最大数

量が１万キロリット

ル以上５万キロリッ

トル未満のもの 

1,590,000円  

 危険物の貯蔵最大数

量が５万キロリット

ル以上10万キロリッ

トル未満のもの 

2,360,000円   危険物の貯蔵最大数

量が５万キロリット

ル以上10万キロリッ

トル未満のもの 

1,950,000円  

 危険物の貯蔵最大数

量が10万キロリット

2,740,000円   危険物の貯蔵最大数

量が10万キロリット

2,270,000円  

1



ル以上20万キロリッ

トル未満のもの 

ル以上20万キロリッ

トル未満のもの 

 危険物の貯蔵最大数

量が20万キロリット

ル以上30万キロリッ

トル未満のもの 

5,640,000円   危険物の貯蔵最大数

量が20万キロリット

ル以上30万キロリッ

トル未満のもの 

4,550,000円  

 危険物の貯蔵最大数

量が30万キロリット

ル以上40万キロリッ

トル未満のもの 

7,240,000円   危険物の貯蔵最大数

量が30万キロリット

ル以上40万キロリッ

トル未満のもの 

5,820,000円  

 危険物の貯蔵最大数

量が40万キロリット

ル以上のもの 

8,790,000円   危険物の貯蔵最大数

量が40万キロリット

ル以上のもの 

7,070,000円  

 （略）   （略）  

 （略）   （略）  

備考 （略） 備考 （略） 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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（提案理由） 

本案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク

貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査手数料の額を引き上げることにつき、条例の一部を改正しようとするものである。 
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